
人倫的自然の真実の権利

斎 藤 稔 章

イエナ時代(1801-07)の ヘーゲルは,1802年 夏学期以来都合5回 の 自然法講i義を

予告 した。 『哲学批評雑誌」掲載の 『自然法の 学的取 り扱 い方 について一 実践哲学

に於 けるその位置 と実定法学に対するその関係』(1802-03.以 下 『自然法』 と略称

する)は その初期に位置 し,ヘ ーゲルはそ こで 自然法 の学的取 り扱い方 の原理的批判

的考察を試みた。他方 その考察V'基 づ く体系化の試 み,そ して講義案 とも見な され る

草稿が所謂 『人倫の体系』(1802-03)で あ る。 イエナ時代初期の ヘ ーゲルは 自然法

をその哲学的関心の中心に位置付けていた。それは何故か。

「自然法(学)は 人倫的な もの,つ ま り一切の人間的な事物を 動かす ものに 直接拘

わJり,そ れ故 「自然法(学)の 状態」は 「最 も密接 に世界の状態を表現す るであろ

う」 とヘーゲルは言 う(1)。即 ち先ず,「 一切 の人間的事物 を 動かす もの」で あるが故

に,「人倫的な もの」にこそ第一の 重点が置かれ る。 次 に,そ の 「人倫的なもの」に

直接拘わ り,「最 も密接 に世界の状態を表現す る」が故に,「 自然法」並 びにその 「状

態」に第二 の重点が置 かれ る。 とは言え,自 然法が敢 えて主題化 された のは,「 世界

の状態」並 びにそれを表現す る 「自然法 の状態」が問題視 されていたか らに外な らな

い。そ こで見定め られた問題 とは 「分裂」であ り,近 世 自然法学である。

ヘ ーゲルは 自分の生 きる時代を,生 の全領域に亙る文化 の全面的 「過渡期」 と見て

いた。過 渡期 の特徴は 「新 しい教養形成の強化が 自己を過 ぎ去 った ものか ら絶対的に

は純化 しなかった」 とい う 「不幸」であ り,実 定的な ものの存在 である(B4.484)。

実定的な もの とは(1)全 く過去に属 し,最 早如何な る 生動的 な現在性 も持たないにも

拘わ らず,破 廉恥 な権力だけは有す るものであ り,② 人倫的な統体性を解体 し,そ れ

か らの分離を確定す るものである(B4.482f)。 それをヘー ゲルは取 り分け当時 の ド

イツ民族 の全体情況ly見 ていた。 『ドイツ憲法論』(1800-02)の ヘ ーゲルは 祖 国 ド

イ ツの政治情況を 「合法的アナーキー」 と呼び,そ の国法を 「国家 に反す る法体系」
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と称 した②。 ドイツ民族は 「解体 された民族」であ り,そ の諸法律は 「過 ぎ去 った幾

世紀 もの作 品で あ り,現 在 の生命 によって支 え られていない」(W1.452)。 ドイツ国

法は実定的で あった。 これが 「始ま りつつあ る死の徴表」(B4.482)で ある。 この

「全体 の最 も内的な不真理」か ら生 の全領域に亙 る 自己を堅固にする不真理が帰結す

る。 「このよ うな全体 の最 も内的な 不真理 に よって,哲 学の学一般 に於いて,人 倫に

於いて,同 様 に宗教に 於いて 最早殆 ど真なる ものがあ り得ない とい うことが 帰結す

る。」(B4.483)有 限 と無限,特 殊 と普遍,主 観 と客観等 の対立を固定化す る反省哲

学 ・近世市民社会 ・プロテスタンテ ィズムのことであろ う。法に現れる不真理 こそが

「全体 の最 も内的な 不真理」であ り,哲 学 ・人倫 ・宗教等 の不真理はそこに 由来す る

もの と捉 え られた。 「解体 された民族」に とって 危機の時代が あった。 しか しだか ら

こそヘーゲルは,そ こに現実主義的生活者 と理想主義的知識人 との相互接近 を見(W

1.457),統 合へ の 「時代の必需」を看取する。それは最早単純 な実践的行為の道では

な く,彼 な りの変革,即 ち分 裂の止揚を要求す る為 の世界解釈 の道で ある。兎 も角 こ

うして 「最 も密接に世界の状態」 を映 し出す鏡 である自然法学 の主題化が 日程 に上 っ

た訳である。

以上の文脈 の中で ドイツ国法 と真正面かち対 決したのが 『ドイツ憲法論』であ り,

それを哲学 的理論 として昇華させたのが 『自然法』 ・ 『人倫 の体系』である。

『自然法 』全編の 通奏低音 となっているのは 近世的個別性原理 と古代的全体性原理

の対比であ り,後 老への依拠に基づ く前者に対す る否定的承認 である。その方法的意

思 と 「人倫 的 自然」概 念の導入 とが結び付 く。問われたのは何だ ったのか。 自然法学

の課題は 「人倫的 自然が如何に してその真実の権利 【法】YYV到達す るかを構成す る」

(B4.468)こ とと規定 され る。根源的に問われているのは 「人間的 自然 とは何か」,そ

れ と相即的に 「国家 ・社会の紐帯 の真の本性 とは何か」である。

1

国家 ・社会の各成員に しかるべ き位置 と規範 を与 え,人 間関係 の正 しい秩序を規定

す るものが法である。だか ら法は成員に権利 とi義務 を定め る。時に法は成員YTL対して

異縁 な外的強制体系 にもな り得るが,法 は国家 ・社会を真に内的に統合す るものでな

けれ ぽな らない。 これが祖国 ドイツの有 り様に決定 的に規定 され たヘーゲルの根 本の
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問題意識 である。ではそれは如何なる法か。法は,そ れが外的強制体系 にな らない為

V'は,人 間的 自然に基づ き,そ の 自然 は共 同性を本質規定 としなけれ ばな らない,そ

うヘーゲルは考えた。 この文脈の中で 『自然法』の人倫的 自然の概念は導入 された。

人倫的 自然 の概念を,ヘ ーゲルの思想発展の内V'位 置付け るな ら,少 な くとも以下

の点が 明 らかであ る。(1)そ れは チ ュー ビンゲソ ・ベル ン時代の 人間的 自然の概 念,

即 ち神的 な人間的 自然 とそ こか ら退落 した人間的 自然 との二分法一 それは当時のヘ

ーゲルの理想 と現実の別名で もあ った一 を発展継 承す る。(2)チ ュー ビンゲン ・ベ

ル ン時代 の抽象的普遍的非歴史的な人 間的 自然に対 し,そ れは 「変容す る自然」であ

り,地 理的 ・歴史 的規定性を必然的に有 した具体 的普遍的概念で,且 つ最早その こと

は 実定性 を意味 しない。 その転換は 『キ リス ト教 の 実定性』改稿(1800)に 於ける

「時代 の自然」に よって 画期的に表現 された。(3)それは最早孤立 した 人間的 自然では

な く,自 然的 自然を も包含す るよ り大 きな ス ピノザ的実体的 「自然」=絶 対的な も

のの不可欠な一契機一属性である。(4)そ れは既に 『自然法』で精神 一 但 し,ま だ

哲学的概念的な彫琢 を受けていない一 と等置 され,後 の体系の展 開原理であ る 「精

神」の概念へ と発展継承 され,所 謂体系期の中心概念 と成 る。その転換点は 『自然法』

・『人倫 の体系』 と 『1803/04の精神哲学』 との間にある。

先ず人倫的 自然 の 内実を見 る。 ヘ ーゲルはア リス トテ レスを 引用 して言 う,「民族

は,自 然に即せば個別者 よ り先である」(B4.467)。 これは 「肯定的な ものは,自 然

に即せぽ否定的な ものよ り先である」 の言い換えでもあ る。その時ヘーゲルは,ス ピ

ノザの定理 「実体 は本性上その変容に先立つ」(Ethica.1,propos.1)を 同時Y'思 い浮

かべていたか も知れ ない。 それは兎 も角,「 民族」は 「肯定的な もの」,「個k人 」は

「否 定的なもの」であ り,「肯定的な もの」=「民族」が 「否定的な もの」=「個k人 」 よ

り「自然 に即せば」先である とい うのが,そ の真意である。更 にヘ ーゲルは言 う,「理

念に於いては無限性が真実であって,個 別性 そのものは無であ り,絶 対的人倫的尊厳

と端的に一であ り,こ の真実の生け る従属的でない一如だけが,個 別者の真実 の人倫

性で ある。」(B4.427)従 って個k人 は,そ れが肯定的な もの として存立 し得るには,

自然 に即せば より先な る肯定的なもの,つ ま り民族 と一体であ らねぽな らない。同様

に 『人倫の体系』で も 「個体 の個別性が第一の ものではな く,人 倫的 自然の生命性,

神性が第一の ものであ る。そ して人倫的 自然の本質に とって,個kの 個体は余 りに貧

弱で あ り,人 倫的 自然 の本性を その全実在性 に於いて把握す ることは出来ない」㈲ と
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言われ る。人 間は本性上動物 と違 って共同的で あ り,神 と違 って個別者 としては非 自

立的である。個別者は本性上,既 に 内的必然的相互関係の内にあ り,単 一性 と多数性

の内的統一のみが真の意味の実在であ る。個別者は原子でな く契機であ り,全 体は機

械的でな く有機的であ る。人間的 自然の真実 の権利は個別者 としての 自立性 にではな

く共同性に在 り,そ こに人間の神性があ る。だか ら 「自分 の国の習俗に従 って生 きる

こ とが人倫的である」 と言 う言葉 のみが真実 とい うことにな る(B4.469)。 近世商品

経済社会の下 で了解 された原子 的人間像に対 し,以 上 の古代ポ リス的規定がヘーゲル

の人 間観の根本にあった ものである。ここか ら 「人倫」 の概念が形成 された。そ して

ヘーゲルは,個 別者 を実体化する一切 の思惟 と戦 うことにな る。

更 に人倫的 自然の 「自然」には,少 な くとも以下の意味合いが含まれ てい ると思わ

れる。第一にそれは,人 間の根源的 自然で あ り,発 展す る可能性を有 し,且 つ発展す

ることにその真実の 権利がある。 第二にそれは,単 に個 人の 内で発展す るのでは な

く,人 類の進歩の内で発展す る。そ して第三にそれは,自 然 と人為の対立を超 え,人

間の 自然 の中か らその 自然 の論理に従って客体的制度 として生成する もの としての人

為 とい う思想の基礎を成 し,同 様に 自然 の混沌 と法の秩序 の対立を超え,両 者を動的

に統 一する。第四に 自然 は,そ れが正に以上 の如 きもの故 に,生 ける もので あ り,且

つその内に異な るもの,即 ち死(分 裂)の 契機を常には らみ,そ れ故時 として生が枯

渇 し,死 の相貌を呈す ることがあ るとしても,そ れは一時的 に過 ぎず,む しろ正にそ

れ故 に一層豊かな生の相貌へ と還帰 し得る(Cf.B4.454)。 以上の意味が結び付 くこ

とに より,自 然は,未 来の状態(目 標)を 自らの内に含むが故にその現 実化を必然的

に志向する現在 の状態そのものに外な らない。即ち 自然は,単 な る存在 を示す概念 と

してではな く,生 成を示す概念 として導 入されたのである。そしてヘ ーゲルは,実 在

を固定化す る一切の思惟 と戦 うことになる。

以上 の人倫観 ・自然観 は必然,自 然法概念 と本質的連関の内にあ る。先ず,ヘ ーゲ

ルの 自然法 は抽象的普遍的非歴史的では決 してない。時代 と民族 の自然 と一致 した歴

史的な生ける法が 自然法であ り,そ れか らずれた法が実定的 と称 され る。第二 に,し

か し自然法は決 して相対 的ではない。既述 の ようにヘー ゲルは実定性の第二 の意味を

民族 の統体 の解体 とその固定化に置いていた。民族の真 の統合 こそがヘーゲルが差 し

迫 って必需 としていた ものだ った。真実の 自然法はその統合 を表現す る。それが 目指

された人倫 の統体であ り,真 実 の自然法である。斯 くて以上 より,人 間的 自然 はその
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人倫性 の故に,自 らの自然に即 して 自らの目的=人 倫的統合を,従 って自然法を実現

す る訳 である。それ故,そ れは当為ではない。人間的 自然に基づ く必然性であ る。統

合の存在 は絶対的な もののそれ と同様,言 わぽ前提なのである(Cf.B4.15)。

『自然法』のヘーゲルの戦略は,斯 くて先ず ア リス トテ レス的人間的 自然,即 ち人

倫的 自然 の復権にある。 しか し,古 代 ポ リス的原理 の単純な復権 はあ り得ない。二分

化 された人間的 自然はその各々が不可欠 な契機である。近世市民社会 の原理は否定的

ではあれ,純 粋に無化す ることは出来ない。国家 ・社会の真の紐帯は,各 々の原理 の

正当な権利の承認 を前提す る。つ ま りヘ ーゲルが この時点で見定 めた人倫的 自然 の原

理は,近 世市民社会的原理 と否定的 に媒介 され た古代 ポ リス的原理であ る。

II

『フ ィヒテ とシェリングの哲学体系 の差異』(1801.以 下 『差異』 と略称する)の ヘ

ーゲルは フィヒテ哲学体系 の原理(主 観的な主観一客観)に 対す るシェ リング哲学体

系のス ピノザ的原理(主 観的 な主観一客観 と客観的な主観一客観 との 「無差別点 とし

ての絶対的同一性」,即ち主観 と客観の 「同一性 と非同一性 との同一性」)の 優位を少

な くとも表面上主張 し,後 者 を支持 した。 この同一哲学的体系 の構成は少な くとも,

同等の位置 を占め る自然哲学 と知性 の哲学,そ して無差別の哲学か ら成 り,そ の中で

主観 と客観 の固定 した対立を止揚 して,そ の対立の根底に既 にある統一 としての絶対

的なものを意識 に対 して 「構成」す ることが哲学 の課題 とされた(B4.16)。

『自然法』のヘ ーゲルは,基 本的には同 じ枠組みの中で,し か し 『差異』とは異 なる

絶対的な ものの概 念を 呈示す る(B4.433)。 即 ち,(1)絶 対的なものは 「無差別 と関

係の統一」である。 ② 「無差別」は 「多」が 廃 棄された 「差異 的なものの統一」で あ

り,「関係」は 「多」 と 「統一」 との 「相対的同一性」である。(3)こ の 「相対 性」故

に 「関係」は二重であ り,「統一が第一の ものであ る関係」 と 「多が 第一 のものであ

る関係」 に分け られる。(4)「関係」の この二重性D'よ り,絶 対的な ものも 「無差別」

と 「統一が第一の ものである関係」の 「統 一」 と,「 無差別」 と 「多が第一 のもので

あ る関係」 の 「統一」 とい う二重の形式 で現れ る。前者が 「人倫的 自然 」で あ り,後

者が 「自然的 自然」である。絶対的な ものは 「自然」の この二重形式の属性 に於いて

現れ,自 らを表 現す るス ピノザ的実体(「 神は 自然であ る」)で ある。 「自然は,一 切
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の単 に相対的に同一的な ものの内で同一性の性格 を成す ものを特徴付け るカテ ゴリー

である。」(4)或はこ う言 って も良い,「 自然」は,人 間 と自然,即 ちお よそ一切 の事物

の本性を意味 し,一 切の事物 に備わ っている力で あ り,法 であ り,絶 対的なものが一

切に内在 しつつ,そ れ らを存在 させている ことを示す概 念なのだ と。

更に,人 倫的 自然 と自然的 自然は最早 同等ではない。後老は 「無差別 と多が第一の

ものである関係 との統一」であ ることによって,相 互外在的で内的 一'を欠 く。他方

「初 めて一切の諸部分 の完全 な平等 と,絶 対 的なものとの個別的 なものの 絶対的実在

的な一な る存在 との内へ」の 自己回復が成 り立つのは,前 者の絶対的無差別に於 いて

のみである(B4.463)。 無際限な数多性の絶対的直観 とそれ を 自己の内へ取 り戻す 自

己認識 とがそ こで端的 に一つに成 る。精神を数多性 に覆い被 さる と共に数多性の相互

外在を 無化する 絶対的理念的統一 と規定 して,ヘ ーゲルは 「精神は 自然 より高い」

(ibid.)と考xる のであ る。 自然に対する精神 のこの優位 に より,精 神即 ち人倫的 自然

は,自 然的 自然か らの解脱 の程度に応 じて自己の内に諸勢位 の階梯(自 然的人倫か ら

絶対人倫へ)を 成 し,そ の展開の最高点が現象す る絶対的な ものの最高形態である。

さて 「無差別」は 「自由」 の,「 関係」は 「必然性」の側面 であ り,そ れ故に人倫

的 自然 は 「自由と必然性 の一な る存在,無 差別」(B4,433)で ある。 しか しその 「関

係」は統一を第一 のものとするので,「 人倫的 自然は,… …この必然性に於 いてさえ

自由であ る。」(ibid.)の 勿論 この自由は 「無差別」 の自由に劣 る第二の 自由,絶 対 自

由に対する相対 自由であ る。万人 の普遍的 自由 と個fz人 の 自然的或は根源的 自由が分

離 し,各 々が それだけで定立 され,且 つ後者は前者に よって制限 される。しか し制限

されるべき 自然的 自由 も,制 限すべ き普遍的 自由も敦れ も,自 己の外部 に 「何か外的

な もの」(B4.446)を 有す る以上,真 の自由ではない。 と言 うのは,真 の自由とは 自

己に とって 「絶対的に外的 なものが何 もない」(ibid.)と い うこと,即 ち一切の規定性

の絶対的無差別だか らであ る。 このよ うに関係を表現す る諸概 念は真の共同体 の原理

にな り得ず,「 本質 を欠 く抽象であ り,思 想物,言 い換えれ ぽ想像力の実在 であ り,

実在性を欠いている。」(ibid.)そ れ故,こ の必然性は廃棄 されは しないが,「 否定的

に定立 され」(ibid.)ねぽな らない。 ここに絶対的立場,即 ち人倫の立場が成立す る。

逆に必然性が 自立 した権 力を得 る場合は,形 式的に絶対的な立場(例 えばカ ン トの実

践理性の立場,フ ィヒテの共 同体論)が 成立す る。それ は しか し,非 人倫 の立場で し

かない。
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このよ うに人倫的 自然は ア リス トテ レス的ス ピノザ的人間的 自然 であ り,近 世的人

間観に対置 され る。その 「自然」は,人 間が共 同的であ り得 ること,且 つそ うあ らざ

るを得ないこ とを自らの本性 とす ることを示す概念,即 ち 「政治的共 同体 は,自 然に

即せば個人 より先にあ る」の 「自然」の ことなので ある。人倫的 自然の最高点,つ ま

り現象す る絶対 的なものの最高形態 は,こ の 「政治的共 同体」である。

そ こで,人 倫的 自然 の規定に社会構成体 の具体的内容 を読み込んでみる(勿 論人倫

的 自然 の上記の概念規定はそれに限 られ る訳ではない)。その場合,「無差別」の側面

は 「絶対人倫」(政 治的共 同体 としての国家)と して形態化 し,「関係」の側面は 「相

対人倫」(社 会的経済的結合 としての市民社会)と して 形態化す る。 両者 はお よそ一

つの集団が国家の体 を為すために必須の二領域であ り,人 間的 自然の二分法 に対応 し

てもい る。(1)「国家」は 差異的な ものの 無差別,即 ち,対 立 した ものを 自己の内で

無化 し,且 つ包含する 統一であ る。 それ は 「自由」の 領域であ る。(2)「市民社会」

は,統 一が第一である関係であ り,そ の 一'は単に形式的な無差別 でしかない。それ

は 「必然性」 の領域であ る。(3)人 倫的 自然は 国家 と市民社会の統一で ある。その際

絶対的 なものは,国 家 に於いては無差別 どして,市 民社会に於いては形式的無差別 と

して現れ る。(4)両者 は端的に 一な るもの として 存在 しなければな らない。 それは,

関係が無差別の内へ完全 に受容 される とい う形で実現され る。その時,人 倫的 自然は

完全に有機化す る。(5)し か しもし 市民社会(関 係)が 自立 した 権力を得て,人 倫的

自然の本質 と誤認 され たな ら,そ れは非人倫 の原理 とな り,そ こに非人倫 の立場が成

立す る。(6)斯 くて市民社会の 自立化が 「何か一面的 なもの」 として,従 って又,市

民社会は 「自体的に存在 するもの」 としてではな く,「単に一つ の側面」即 ち 「契機」

として 証示 されね ぽな らない。 国家は 市民社会に 対 して 否定的に拘わ らねばな らな

い。(7)即 ち国家 と 市民社会 の 間に も 「関係」 と 「無差別 」の 統一がある。 「関係」

とは,無 差別である国家が 「第一の もの」で ある関係である。市民社会 は国家に よっ

て 「抑制」 される。(8)こ の 「抑制 」 としての 「関係」は,し か し 同時 に 「無差別化

され,宥 和 され てい る」。 その 「宥和」が成 り立つ のは,国 家が市民社会 の 「必然性

と権利」 を認識 し承認 しているか らであ り,そ して市民社会 との混交を免れ,そ れか

ら自己を 「純化」 しているか らである。そ の時人倫的 自然は,市 民社会 とい う必然性

の領域 を背負い込みなが らも,自 由である。 これが 「絶対的立場」即 ち 「人倫の立場」

であ る。
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人倫は市 民社会を否定的なものとしなが らもその存在 を承認 し,市 民社会 の為,否

む しろ 自らの純粋性を維持す る為に 自己の一部を犠牲 にす る。それ故,市 民社会は人

倫 にとって 「運命」 と言われ る(B4.459.尤 も,両 者が互 い),rY`対して 「運命」であ る

と言ってい る箇所 もある。B4.461)。 そ うした運命的情況を,へ 一ゲルは 「絶対的な

ものが永遠に 自己 自身 と演 じる,人 倫的な ものに於 ける悲劇の上演」(B4.458)と 呼

び,「 絶対的関係」或 は 「真実の絶対的 関係」(B4.461)と 見なす。ヘ ーゲルに よれ

ぽ,経 済的領域 が奴隷制に閉 じ込 め られ普遍的威 力に成 っていなかった古代ポ リスに

於いて も,或 は政治的領域が実在性を欠 き,市 民社会が普遍化 した近世市民社会に於

いて も,如 上の悲劇 的関係は形成 されず,真 実の運命 も闘争 も欠 く喜劇的関係 しか形

成 されなか った。つま り悲劇的関係は,古 代 ポ リス崩壊後,経 済的領域が普遍的威 力

を獲得 した近世欧州社会の情況下で,そ の実現が不在であるが故にその実現が求め ら

れ る,来 るべ き近代欧州社会 の人倫の理念に固有な関係なので ある。斯 くてこ う言え

る,人 倫の統体は,二 元的な人間的 自然=人 倫的 自然の各k,及 び国家=絶 対人倫 と

市民社会;相 対人倫の各kに 対す る正当な権利 の承認 と両者 の動的均衡,そ してそ こ

に現出する真 実の法(秩 序 と統一 の守護神)に よるのだ と。根本的には古代 ポ リスへ

の憧憬を抱 きなが らも,ヘ ーゲルはそれを超える境位に確かに立 ち得ている。

しか し又,古 代 ポ リス的残津 も明白で ある。第一に,国 家 と市民社会 の各領域 で生

きて働 く政治的身分 と経済的身分が,古 代 ポ リスの 自由人 と非 自由人(奴 隷)の如 く純

粋に分断 され,前 者 は人倫の生ける精神,絶 対的意識,後 者はその肉体的魂,経 験的

意識 と言われ る。当然代議制 も認め られない。正にそれ故第二に,後 者は,絶 対的な

ものを 自己に異縁な もの として しか直観で きず,実 在 的意識 としては 「畏怖 ・信任,

並びに服従」V'よ り,又 観念的意識 としては 「宗教 ・共 同の神 とこの神へ の礼拝」に

於いてその精神 と合一す る外 ない(B4.462)。 従 って,宗 教 を国家に とって本質的に

無縁,そ れ故偶然的 とした 『ドイツ憲法論」 と違い,宗 教は 国家に とって必然的であ

り,不 可欠 となる。 この ように声代 ポ リス的祭政一致への志 向も明白に看取 され る。

皿

人倫的 自然の学の課題は 「人倫的 自然が,如 何に してその真実の権利 【法】に到達

するかを構成す る」 ことと規定 される。 「構成」 とはシ ェリングに由来す る術語 ・方
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法であ り,『人倫 の体系』 で具体的に実践 され た。即 ち 「直観 と概念 の同一性」であ

る 「絶対的人倫 の理念」を認識すべ く,「直観が概念 に完全に 適合的に定立 され る」

方法であ り,そ の定立は低次か ら高次の勢位へ,究 極的には前節で簡単 に述べた人倫

の統体へ と発展 してい く(SdS.15)。 その統体に於 いては,直 観は 「絶対的民族」 と

して,概 念は 「諸個体 性の絶対的な一であること」 として両者は同一化す る。それが

学の完成 の要件の一つである。学の完成 に必要なのは(1)直 観 と像が論理的な もの と

合一 し,純 粋に理念的なものの 内へ採 り上げ られている こと,(2)そ の学 の原理が一

層高次の連関 と必然性 に即 して認識 され,正 にそれ に よりそれ 自身が完全に解放 され

自由になる ことで ある(B4.418)。 前者 は 『差異』で哲学知を直観 と榎念(反 省)の

合一 と規定 した ものの発展的継承であ り,後 老は体 系概念 の中で明 らかにされた。

課題が以上 のよ うに規定 された ことには,二 重の意味が込め られている。第一に,

人倫的 自然 の真実の権利が今正に侵害 され てお り,そ れ故 にこの権利を回復 させねぽ

な らない とい うこと,第 二 に,回 復 されねぽな らないその権利 の客体 化 された秩序体

系 こそが,即 ち国家の本質 こそが 自然法であ り,従 って侵害 されてい るのは 自然法で

も又あ り,人 倫的 自然の真 実の権利の回復 とは 自然法の真の実現を も意味す る とい う

こと。即 ち,課 題は損なわれた人倫的 自然の権利 と法を正当な仕方で回復す ることに

ある。正当な仕方 とは人倫的 自然に即 して と言 うことである。では,人 倫的 自然 の真

実 の権利 ・法 は如何に侵害 され,如 何な る扱いを受けているのか。

ヘ ーゲルに よれば 自然法は近世 自然法学に より二種の学問的取 り扱いを得た。ホ ッ

ブズに代表 され る経験主義 とカソ ト・フ ィヒテに代表 され る形 式主義であ る。

前者は,国 家 の全体意思をまるで個 々人の個別意思に よる意 図的所産であ り,そ の

結合 の結果であるか の如 く見なす。 国家は実体 化された個k人 に よる,個 々人か ら成

る二次的構成物 になる。その取 り扱い方は,個k人 の個別意思を結合 している紐帯 を

先ず解体 して 自然状態を導出 し,次 に独特な仕方 でそれ らを再 結合 して法状態を構成

す るとい う流儀で ある。批判の眼 目は二つある と思 う。(1)学の理念 に関 して。経験主

義 は首尾一貫性を追求す る点で 「純粋経験reineEmpirie」 か ら区別 され る。純粋経

験 とは,反 省に よって抽象化 され廃棄 され る以前,即 ち固定化され る以前の直観 であ

り,言 語に よ り分節 化現前化 されていない 「意識を欠 く内的な もの」である(B4.43

0)。 ヘ ーゲルは この純粋経験を経験主義 よ り或る意味で高 く評価す る。確かに前者は

「混濁 し」,内 容の規定性は 「他の諸規定性 と紛糾 ・結合 し」首尾一貫性を欠 くが,し
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か しそれは 「全体の直観 に基づ き」,そ の紛糾 は 「その本質に於 いて一つの全体 であ

り,有 機的且つ生動的」で ある(B4.429)。 それ故 「一つの偉大 で純粋な直観 は,…

自らの具示の純建築的な もの一 そこには 目に見えるものの内へ必然性の連関 と形式

の支配 とが 現出 していないが一 に於 いて真実に人倫的 なものを 表現 し得る。」(B4.

428)と ころが,純 粋直観 のこの豊かな内容 の供給を受けなが ら,そ こに 「必然性 の

連関 と形式の支配」を持ち込 み,こ れを駄 目にし転倒 させるのが,経 験主i義である。

とは言えヘーtr'ルは,純 粋直観へ帰れ,と 言 うのではない。純粋直観 と概 念の不完全

な結合,単 なる接触は,純 粋直観 の欠陥,そ して元来 「多数性や有限性が無限性或は

絶対性へ と絶対的 に沈潜す るとい う必然性」(B4.430)に 起 因してい るのである。 こ

の必然性が十全に現れ るのが,「 学」(直観 と概念 の同一性)で あ り,そ してそ の転倒

が経験主義 なのであ る。 「学」 も又勿論純粋直観 そのままではない。 しか し決 して転

倒 させ侵害す ることな く,そ れ を 「概念に 完全に適合的に定立」す る。 「学」は純粋

直観の内的統体性 と経験主義 の首尾一貫性 を内在的に統一す るのである。

②原理 に関 して。先ず 自然状態に於 ける根源的な人間的 自然 として表象 され る実体

化 ・ア トム化 された個別者が,次 にそのことと相即 的に,人 間的 自然 と法 の分離が問

題 とされ る。 この流儀では,自 然状態 に於け る個人の 自然的 自由は法状態 に於いて支

配の 関係下で 絶対的に 普遍的 自由に 従属 し,国 家 の 絶対的統合,及 び 「人間的 自

然 」 と 「法」 との絶対的統一が排除 され る。 この国家は外的強制国家で しかない。 し

か し,人 間的 自然を放棄 させ る法は国家 の真実の紐 帯ではない し,そ の ような人間的

自然 は真実 の人間的 自然ではない。人 間的 自然の人倫性が誤認 されている。

形式主義は一層の徹底であ る。それ は人倫的 自然に於 ける 「関係」の側面を孤立 さ

せ,こ れを人倫的 自然 の本質 と見なす。そ して第一に,経 験主義が混交 した直観 と概

念,即 ち 「多様な存在,或 は有限性」(感 性 ・傾 向 ・欲求等,関 係に於け る多数性の

契機)と 「多数性の否 定 としての,或 は肯 定的 には純粋統一 としての無限性」(実 践

理性,関 係に於け る統 一の契機)を 形式的に分離 し,そ こに絶対的対立を見 る(B4.

431)。 第二に実践理性 の 本質 を 「自分 自身の 絶対的 自己活動性 及び 自立性か ら意志

し,感 性を制限 し支配す る」(B4.434)こ とに見る。実践理性 は一切 の規定性か ら自

由な無 内容な形式になる。その形式は 内容を持たね ばな らないが,全 く純粋だか らど

んな規定性で も受容 し得,人 倫法則が成立する。形式の絶対性 が他 の規定性に より制

約 された任意の規定性へ委譲 され,制 約 された内容がその ままで絶対的 となる。規定

一44一



人倫的自然の真実の権利

性は 形式に よ り止揚 され るのではな く,正 当化 され る。 即 ち経験主義が 「無意識的

に」行 うものを,形 式主義は 「反省 しつつ」行い(B4,422),「 否定的に 絶対 的なも

の」 の内に 「真実 に絶対的な もの」を顕示 させる。ヘ ーゲルは この流儀を 「手品」 と

呼 び,そ こに 「純粋理性の 実践的立法 の核心」を見 る(B4.438)。 それは 「絶対的

立場」即 ち 「人倫 の立場」では決 してな く,そ こY'は 「如何な る人倫性 もない」(B4.

434)a

形式主義の立場を社会構成体論 の面か ら見る と,普 遍意志 と個別意志の分裂を前提

とす るフ ィヒテの共 同体論が問題 となる。それをヘーゲルは無差別 との統一か ら分裂

した 「関係に即 してのみ定立 される人倫的な もの」(B4.445)と して批判 し,そ の 自

己止揚 とい う形 で,関 係一般 の 自体的な無を 証示する一 これが ヘ ーゲルの 「弁証

法」である(B4.446)一 。即 ち(1)統治者 と被統 治者 の二分項 の関係,(2)円 環を成す

作用関係,(3河 能的権力(世 論及びそ の代表機 関)に よる現実的権 力の監視,(4)両 権

力間の第三老的機関 の設置,そ れ ら敦れ もが関係 に即す る限 り,真 の普遍的意志 ・普

遍的 自由の実現を不可能にする とい うよ うに(B4.443ff)。

近世の 自然法的 国家論は個 人 と国家,個 別的 自由 と普遍的 自由,そ して人間的 自然

と法の相対的同一性,即 ち関係(国 体 としては絶対的専制,或 はアナーキ ー)に しか

至 らない。その ような法は 自然法 と称 しなが ら,実 際は人間的 自然 を 「破滅 と不幸」

に陥れ る 「自然不法」であ る(B4.468)。 自然法 には 「真実に肯定的な もの」が帰属

しなけれぽな らない。それは人 間的 自然が全面 的に発揮 され る境位で ある。そ こに人

倫性 としての人 間的 自然の真実の権利があ る。この境位が実現され るには,近 世 自然

法的国家論の前提 となる様' な々対立が根本的に廃棄 されねばな らない。

IV

近世 自然法的国家論に於ける,法 による人間的 自然及びその 自由の克服 ・抑圧 ・廃

棄 とい う発想の根源 には,kな 対立 ・分裂の根底 としての人間的 自然 と人倫性の分

裂が ある。正にそ うした発想をヘーゲルは,近 世 の知的 ・文化的世界 に看取す ると共

に,人 倫 の理念に定位 して弾劾する。即 ち近世 自然法的 国家論に於 いては,人 倫的 自

然は 「際立 った恥辱 で汚」(カ ン トの法論 に対す る言葉。B4.480)さ れ,そ の真実

の権利が侵害 され,自 然法は真実の取 り扱いを受けていない,と 。
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人 間的 自然 とは正 に人倫的 自然 に外 な らない。 その意味 は,個k人 は本性 【自然】

に即せば無であ り,民 族 ・法 と端的1...Y'つである とい うことである。人倫の絶対的理

念は 「自然状態 と(法 状態の)尊 厳 を端的に同一な ものとして含んで」(B4.427)お

り,法 に於いて同時に自己を普遍的 に定立 し,そ して民族に於 いて真実に客観 的なる

生けるものそれ 自身で ある。人間的 自然は,事 実上 見 られ る従属 ・強制す る法 との相

対的 同一性をそれ 自身 の本性の故に,そ れ 自身の 自由によ り止揚 し,人 倫共同体 へ 自

己展 開す ることに よって自らの人倫性を 自証する。その時民族 ・法 は個人に内面 化さ

れ,個 人 の自由は制 限されずに拡大 され る。真の社会 の紐帯は,こ の ように人間的 自

然 と合致 した法が普遍的に支配す ることにあ る。それ だけではない。民族に於いて特

殊 化 ・形態化 された法 は 「民族の神 として直観 され崇拝 され,こ の直観それ 自身は礼

拝に於 いて再び 自己の活動性 と喜ぽ しい運動を持つ」(B4.470)。 若 き 日か ら抱 き続 け

て きた民族宗教の理想が依然ヘ ーゲルを規定 している。ヘ ーゲルの最初期の法哲学は

人倫的統体 の統一性を構成す る一 全体 を有機化する一 と共に,生 ける現在性を有

する一 民族の生ける習俗つ ま り自然 と一つである一 法を事 とする。これがヘ ーゲ

ルの言 う 「自然法」である。それ故 に 自然法は 「完壁 に実在を,換 言すれば現前する

生ける諸人倫 【習俗】を表現」 出来 る(ibid.)。 この ような 自然法に定位 した人倫の理

念は,人 倫的 自然の概念に於 ける 「無差別」 としての政 治的 「国家」を:再建 し,「 関

係」 としての経済 的 「市民社会」が 自立化 し 「国家」 の領域を侵害す ることのない よ

う,こ れを否定的に定立 し,「 市民社会」の領域 か ら 「国家」の領域 を純粋に維持す

る人倫国家であ り,そ の維持を保 障す るのが民族宗教 なのであ る。

「人倫的 自然が,如 何 にしてその真実 の権利 【法】 に到達するかを構成す る」 とは,

結局 次のよ うに理 解 され る。即ちそれは,近 世 自然法的国家論に よって損なわれた本

質的に人倫的な もの としての人間的 自然 に,そ の真実の権利(生 き生き とした人倫性)

を回復 させて人倫共 同体理念の,そ して人倫哲学の根 本的な展開原理に正 当に据える

こと,そ してその人間的 自然が,自 らの展開の全勢位 を遍歴す る中で,如 何に して人

倫的統体へ と必然的に 自らを展開 し,自 らの法(自 然 と法 の絶対的な合一,つ ま り自

然法)を 獲得す るかを 「構成」的に明 らかにす ることである。そ してその内には,現

前する相対的 同一性の成立 の必然性を人 間的 自然か ら明 らかにす ることも含 まれてい

る。ヘーゲルは人間がその真実の 自然に帰 ることを望んだ のであ り,そ の真実の 自然

とは,人 倫性 としての人間的 自然の最高 の能力の真 の発揮だったのである。
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人倫的自然の真実の権利

ヘーゲルは人倫性 としての人間的 自然 の真実の権利を見定め ようとした。人間的 自

然の特殊 的性格に対する正確な洞察は,人 間的 自然の各勢位の(否 定 的 ・肯定的)意

義 と連関を見極め るべ く,そ の原初的勢位(自 然的人倫)か らその最 高の勢位(絶 対

人倫)に 至る発展の全過程 を踏査する ことによ り可能 となる。人間精 神の批判 と生成

が ここに結合す る。そ うす ることに より,生 け る人倫的生 の栓桔 となる一切 の強制的

体 系か らその権利根拠 は剥奪 され,逆 に人倫性 としての人 間的 自然に正当な権利根拠

が返還 され,そ れが 自由に思 う存分生きて働 き得 るような次元が開かれ る。そ してそ

こで初 めて,人 間的 自然は 自 らの人倫性 の完全な 自覚 に到達 し,自 らの真実 の権利の

所在を確認 出来 るよ うになる。『自然法』並びに 『人倫 の体系』で差 し当た りヘ ーゲル

が抱いていた戦略を,我 々は以上の ように思い描 くことが 出来 るのではないか。

註

(1)G.W.F.Hegel:GesammelteWerke,herg.v.Rheinische-Westfalischen

AkademiederWissenschaften(Meiner).Band4.S.419.以 下,Bに 巻 数 と

頁 で 略 記 す る 。

(2)G.W.F.Hegel:WerkeinzwanzigBanden,herg.v.E.Moldenhauer

undK.M.Miche1(Suhrkamp).Band.1.S.470.以 下,Wに 巻 数 と頁 で 略

記 す る 。

(3)G.W.F.Hegel:FruhepolitisheSysteme,herg.G.Gohler(Ullstein).S.

71.以 下,SdSに 頁 で 略 記 す る 。

(4)R.P.Horstmann:ProblemederWandlunginHegels'JenaerSystemkon-

zeption.S.109.In,,PhilosophischeRulldschau"19.

〔哲学 博士課程学修〕
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Das wahrhaf to Recht der sittlichen Natur

Toshiaki Saito

   Fur Hegel in seiner friihen Jenaer Zeit war die Wissenschaft des Naturrechts 

als die Philosophie der Sittlichkeit, die die zweite mogliche Erscheinungsform der 

absoluten Einheit zum Gegenstand hatte, eine der wichtigsten Disziplinen in der 

Philosophie. Die allgemeine-kulturelle (politische, religiose and philosophische) 

Situation der Zerrissenheit, in der er lebte, and die Einsicht, da13 den Zustand der 

Welt der Zustand des Naturrechts am nachsten ausdriicken wird, machten ihm 

die Thematisierung des Naturrechts notwendig. Die Aufgabe Hegels war also 

these Zerrissenheit zu uberwinden and besonders die sittliche Einheit zu realis-

ieren. Hegel wollte es dadurch leisten, den Grundlage der Gemeinschaft fur die 

menschliche Natur als Sittlichkeit zu halten. 

   Die Strategie Hegels, die sittliche Einheit zu realisieren, im ,Naturrechtsauf-

satz" and ,System der Sittlichkeit" besteht aus wenigstens zwei Schwerpunkte : 

(1) die menschliche Natur als die auf eine starke Orientierung an das antike Prin-

zip hinweisende sittliche Natur zu restaurieren, als das rechte Entwicklungsprin-

zip der Philosophie der Sittlichkeit sowie der sittlichen Einheit aufzustellen, (2) alle 

Potenzen der menschlichen Natur als Sittlichkeit zu durchlaufen, and zu kon-

struieren, wie die sittliche Natur zu ihrem wahrhaften Rechte bzw. Naturrechte 

gelangt.
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